
労務費ダンピング調査の実施について  

 

令和８年７月から労務費ダンピング調査を開始します。  

 

概要  

建設業の担い手を確保するためには、現場で働く技能労働者の処遇

改善が不可欠であり、適正な水準の労務費の確保と賃金の支払いを図

るべく、令和６年６月に第三次・担い手三法が成立したところです。

　この改正のうち、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する

法律（入契法）については、令和７年 12月 12日に完全施行され、同法

第 12条及び第 13条の規定により、建設業者は公共工事の入札時に労務

費等が明示された入札金額の内訳を提出し、発注者はその提出された

書類の内容の確認等必要な措置を講じなければならないとされました。

　ついては、発注者が入札金額の内訳の記載内容を確認するに当たり、

労務費等の適正性を調査する「労務費ダンピング調査」を令和８年７

月１日以降に公告する案件から開始します。  

 

調査対象  

西脇市が発注する公共工事を対象とします。  

ただし、随意契約工事及び低入札価格調査実施工事は、この取扱い

の対象外とします。  

 

調査方法  

①　開札後の事後審査において、落札候補者が提出した入札内訳書

に記載された直接工事費が、当該工事の直接工事費の設計額に係

数を乗じた額（以下「一定水準」という。）以上であるか確認を

行います。（一定水準に円未満の端数が生じたときは、四捨五入

とする。）  

【係数】 0.97 

②　入札内訳書に記載された直接工事費が、一定水準を下回る場合

は、理由書により、理由の確認を行います。（理由書の提出を拒

んだ場合は、入札の条件に違反した入札として無効とすることが

できる。）  

③　合理的な回答が確認できなかった場合は、入札契約適正化相談

窓口を経由して、建設業法第 40条の４に基づく調査を行う（建設

Ｇメンへ通報する）とともに、労務費ダンピング調査の結果に基

づく要請を落札候補者へ送付します。  

※　合理的な理由が確認できない場合でも、契約を行うことは妨

げません。


